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相続登記・相続税等

　相続税は、亡くなられた方から相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受け
て贈与により取得した財産の価額の合計額（債務などの金額を控除し、相続開始前３年以内の贈与財
産の価額を加算します。）が遺産に係る基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に
対して、課税される税金です。

遺産に係る基礎控除額 ＝ 3,000万円 ＋（600万円×法定相続人の数）

　相続税が課される場合、財産を取得された方は、亡くなられたことを知った日（通常は亡くなられ
た日）の翌日から10か月以内に、税務署に申告と納税をする必要があります。

詳しくお知りになりたい方は、次の相談窓口などをご利用ください。

　国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）には、相続税の概要を説明したリーフレットや、
相続税の具体的な計算方法、特例の内容、申告書の記載内容など、様々な情報を掲載しています。
　また、よくある質問を集めた税に関するインターネット上の相談室「タックスアンサー」もご
利用いただけます。

　最寄りの税務署へお電話いただきますと、自動音声によりご案内いたします。
　「税金に関する一般的なご質問やご相談（１）」を選択した後、相談内容に応じて番号を選択
すると、「電話相談センター」（国税局税務相談室）につながり、職員が相談をお受けします。

≪受 付 時 間≫8：30～17：00〔土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12月29日から１月３日）を除く。〕
≪能代税務署≫0185－52－6111　〒016－8601 能代市末広町４番20号 能代合同庁舎

　税に関する相談や申告書の代理作成等の税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士、税理士
法人以外の者が行うことはできません（注）。
　税理士等をお探しの方は、日本税理士連合会ホームページ内「税理士情報検索サイト」
（https://www.zeirishikensaku.jp）で、税理士等の検索が可能となっています。

（注）弁護士（弁護士法人）は、所属弁護士会を経由して国税局長に業務を行う旨を通知することにより、
税理士業務を行うことができます。

相続税についてのお知らせ

　法定相続人の範囲や法定相続分は民法で次のとおり定められています。そのほか遺言書による
場合や、相続が確定する前に相続人が亡くなり次の相続が開始すると、相続人や相続分が変わる
場合もあります。

●法定相続人の範囲

・相続を放棄した人は初めから相続人ではなかったものとされます。
・内縁関係の人は、相続人に含まれません。

●法定相続分

・子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ２人以上いるときは、原則として均等に分けます。
・民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り
分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

相続の基礎知識

○ 国税庁ホームページ

祖父母、曾祖父母・・・  ※2

甥、姪  ※3

※1 子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人になります。
※2 父母が相続開始以前に死亡したときは、祖父母が相続人になります。
※3 兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人になります。

孫、ひ孫・・・  ※1

《第2順位・直系尊属》
父　　　　母

《第1順位・直系卑属》

子
（養子・非嫡出子・胎児含む）

《第3順位》
兄 弟 姉 妹

《常に相続人》
配 偶 者被 相 続 人

○ 電話相談センター（国税局税務相談室）

○ 税理士情報検索サイト相　続　人

 配偶者と子 配偶者２分の１・子（２人以上のときは全員で）２分の１

 配偶者と直系尊属（父母） 配偶者３分の２・直系尊属（２人以上のときは全員で）３分の１

 配偶者と兄弟姉妹 配偶者４分の３・兄弟姉妹（２人以上のときは全員で）４分の１
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相続登記・相続税等

　相続税は、亡くなられた方から相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受け
て贈与により取得した財産の価額の合計額（債務などの金額を控除し、相続開始前３年以内の贈与財
産の価額を加算します。）が遺産に係る基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に
対して、課税される税金です。

遺産に係る基礎控除額 ＝ 3,000万円 ＋（600万円×法定相続人の数）

　相続税が課される場合、財産を取得された方は、亡くなられたことを知った日（通常は亡くなられ
た日）の翌日から10か月以内に、税務署に申告と納税をする必要があります。

詳しくお知りになりたい方は、次の相談窓口などをご利用ください。

　国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）には、相続税の概要を説明したリーフレットや、
相続税の具体的な計算方法、特例の内容、申告書の記載内容など、様々な情報を掲載しています。
　また、よくある質問を集めた税に関するインターネット上の相談室「タックスアンサー」もご
利用いただけます。

　最寄りの税務署へお電話いただきますと、自動音声によりご案内いたします。
　「税金に関する一般的なご質問やご相談（１）」を選択した後、相談内容に応じて番号を選択
すると、「電話相談センター」（国税局税務相談室）につながり、職員が相談をお受けします。

≪受 付 時 間≫8：30～17：00〔土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12月29日から１月３日）を除く。〕
≪能代税務署≫0185－52－6111　〒016－8601 能代市末広町４番20号 能代合同庁舎

　税に関する相談や申告書の代理作成等の税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士、税理士
法人以外の者が行うことはできません（注）。
　税理士等をお探しの方は、日本税理士連合会ホームページ内「税理士情報検索サイト」
（https://www.zeirishikensaku.jp）で、税理士等の検索が可能となっています。

（注）弁護士（弁護士法人）は、所属弁護士会を経由して国税局長に業務を行う旨を通知することにより、
税理士業務を行うことができます。

相続税についてのお知らせ

　法定相続人の範囲や法定相続分は民法で次のとおり定められています。そのほか遺言書による
場合や、相続が確定する前に相続人が亡くなり次の相続が開始すると、相続人や相続分が変わる
場合もあります。

●法定相続人の範囲

・相続を放棄した人は初めから相続人ではなかったものとされます。
・内縁関係の人は、相続人に含まれません。

●法定相続分

・子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ２人以上いるときは、原則として均等に分けます。
・民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り
分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

相続の基礎知識

○ 国税庁ホームページ

祖父母、曾祖父母・・・  ※2

甥、姪  ※3

※1 子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人になります。
※2 父母が相続開始以前に死亡したときは、祖父母が相続人になります。
※3 兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人になります。

孫、ひ孫・・・  ※1

《第2順位・直系尊属》
父　　　　母

《第1順位・直系卑属》

子
（養子・非嫡出子・胎児含む）

《第3順位》
兄 弟 姉 妹

《常に相続人》
配 偶 者被 相 続 人

○ 電話相談センター（国税局税務相談室）

○ 税理士情報検索サイト相　続　人

 配偶者と子 配偶者２分の１・子（２人以上のときは全員で）２分の１

 配偶者と直系尊属（父母） 配偶者３分の２・直系尊属（２人以上のときは全員で）３分の１

 配偶者と兄弟姉妹 配偶者４分の３・兄弟姉妹（２人以上のときは全員で）４分の１
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